
����������	
��
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氏名・住所・電話番号を明記の
上、ペンネームや匿名希望の方
はご記入ください。

秘書広報課 ?557―7497

住所・氏名・電話番号を明記してくだ
さい。なお、ペンネームや匿名希望
の方はご記入ください。

ま
ちか
ど　   レポート

ま
ちか
ど　   レポート

特派員レポート特派員レポート特派員レポート特派員レポート ㉓㉒

ま
ちか
ど　   レポート

特派員レポート特派員レポート

特派員レポート特派員レポート

②

⑥

特
派
員
レ
ポ
ー
ト

特
派
員
レ
ポ
ー
ト

特
派
員
レ
ポ
ー
ト

特
派
員
レ
ポ
ー
ト

㉕㉕

氏名・住所・電話番号を明記の
上、ペンネームや匿名希望の方
はご記入ください。

秘書広報課 ?557―7497

㉔

特
派
員
レ
ポ
ー
ト

特
派
員
レ
ポ
ー
ト

中学生特派員レポート中学生特派員レポート①

秘書広報課 ?557―7497

中
学
生

中
学
生
特
派
員
レ
ポ
ー
ト

特
派
員
レ
ポ
ー
ト

中
学
生

中
学
生
特
派
員
レ
ポ
ー
ト

特
派
員
レ
ポ
ー
ト

④④

住所・氏名・電話番号を明記してくだ
さい。なお、ペンネームや匿名希望
の方はご記入ください。

住所・氏名・電話番号を明記してくだ
さい。なお、ペンネームや匿名希望
の方はご記入ください。

情 報 課 　
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氏名・住所・電話番号を明記の
上、ペンネームや匿名希望の方
はご記入ください。

秘書広報課 ?557―7497

住所・氏名・電話番号を明記してくだ
さい。なお、ペンネームや匿名希望
の方はご記入ください。

ま
ちか
ど　   レポート

ま
ちか
ど　   レポート
特派員情報

ま
ちか
ど　   レポート

特派員レポート特派員レポート特派員レポート特派員レポート特派員レポート特派員レポート特派員レポート特派員レポート ㉓㉓㉒㉒

ま
ちか
ど　   レポート

特派員レポート特派員レポート

特派員レポート特派員レポート

②

⑥

特
派
員
レ
ポ
ー
ト

特
派
員
レ
ポ
ー
ト

㉕

氏名・住所・電話番号を明記の
上、ペンネームや匿名希望の方
はご記入ください。

秘書広報課 ?557―7497

㉔㉔

特
派
員
レ
ポ
ー
ト

特
派
員
レ
ポ
ー
ト

特
派
員
レ
ポ
ー
ト

特
派
員
レ
ポ
ー
ト

中学生特派員レポート中学生特派員レポート①

秘書広報課 ?557―7497

中
学
生
特
派
員
レ
ポ
ー
ト

中
学
生
特
派
員
レ
ポ
ー
ト

④

住所・氏名・電話番号を明記してくだ
さい。なお、ペンネームや匿名希望
の方はご記入ください。

住所・氏名・電話番号を明記してくだ
さい。なお、ペンネームや匿名希望
の方はご記入ください。
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　今月から子宮がん検診の申込みが始ま
るわね。今回は、子宮がん検診を受診でき
るのかしら。

　今年度の子宮がん検診は、前年度（平
成18年4月～平成19年3月）に町の子
宮がん検診を受診していなければ受診
できるのよ。今年度は往復はがきでも申
し込みができるの。もちろん直接保健セ
ンターに行ってもいいのよ。仕事をして
いるから、直接行かなくても申し込みが
できるようになって良かったわ。
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相談日は毎週火・金曜日 です

消費者生活相談室
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12月は 6日・13日・20日 ・27日です

※6日・13日に限り、福祉課では午後8時
　まで保育園の入園受付を行います。

▶福祉課　　557ー7624
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あなたの大切なもの、手作りの作品、
お気に入りの写真や町の景色などを
紹介します。
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